
令和８年４月１日から！！！

令和８年３月兵庫県くらし安全課

ながらスマホ❶

❷

❸

❹

2人乗り

イヤホンの使用

ヘルメット未着用

携帯電話使用等(保持)

反則金

12,000円

公安委員会遵守事項違反

軽車両乗車積載制限違反

努力義務ですが、致命傷のほとんどが頭部損傷が原因です。

反則金

5,000円

反則金

3,000円

対象は １６歳以上！
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まちがいさがし
ヒント ： 自転車の交通ルール？
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命を守るために
ヘルメットをかぶりましょう。

死者数・重傷者数
が前年より増加！

年

増 減率 -3.7 +12.5 -7.4 +5.4

1,306 78

傷 者 ( 人 )
重 傷

1,410 74

区分
件 数 ( 件 ) 死 者 ( 人 )

7 年 1,175 8

8 年 1,132 9

増 減数 -43 +1 -104 +4
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